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小作料収入がある方 

市の不動産所得計算シートによると 

米で小作料としてもらった場合 

コシヒカリ（６０ｋｇあたり） 

 １等米 14,000 円 

 ２等米 13,100 円 

 ３等米 10,800 円 

※平成３０年１月現在 

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
証
明
書 

 

確
定
申
告
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
１
月
末
頃
に
国
保
の
納

税
証
明
書
が
送
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
す
が
、
紛
失
し
た
方
が

数
名
お
り
市
税
務
課
で
再
発
行
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。 

 

阿
賀
野
市
は
水
色
の
ハ
ガ
キ
で
す
。
無
く
さ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。 

水
原
支
部
申
告
相
談
会 


 

日
時 

２
月
２
５
日
（
日
） 

 

午
前
９
時
～
午
後
３
時 


 

会
場 

民
商
会
館
２
階 

笹
神
支
部
・
農
民
連 

申
告
相
談
会
日
程 


 

日
時 

３
月
４
日
（
日
） 

 

午
前
９
時
～
午
後
３
時 


 

会
場 

笹
神
体
育
館 


 

 
 
 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム 

確定申告用紙用意しました 
新発田税務署から申告書 A B・収支内訳書白色・青色（事業・農

業・不動産）、分離課税申告書、住宅借入金控除申請書、譲渡等をと

りよせました。 

申告書が送られてこない、書き損じた、還付申告をしたい方、民

商に申告書があります。ご利用下さい。 

青
色
申
告
に
つ
い
て 


 

平
成
３
０
年
か
ら
青
色
申
告
に
す
る
方
は
３
月
１
５

日
ま
で
に
「
所
得
税
の
青
色
申
告
承
認
申
請
書
」
を

税
務
署
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 


 

青
色
申
告
で
専
従
者
に
給
与
を
出
す
た
め
に
は
「
青

色
専
従
者
給
与
に
関
す
る
届
出
書
」
を
３
月
１
５
日

ま
で
に
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
そ
の
年
の
１
月 

１
６
日
以
後
に
開
業
し
た
人
や

新
た
に
専
従
者
が
い
る
こ
と
と
な
っ
た
人
は
、
そ
の

開
業
の
日
や
専
従
者
が
い
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら

２
か
月
以
内
に
税
務
署
に
提
出
） 

青
色
申
告
で
は
届
出
を
す
る
こ
と
で
専
従
者
給
与
を
経

費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
白
色
申
告
で
は
専

従
者
控
除
と
な
り
、
次
の
い
ず
れ
か
低
い
法
の
額
が
控
除

と
な
り
ま
す
。 

① 

「
配
偶
者
で
８
６
万
円
」
（
配
偶
者
以
外
は
５
０
万

円
） 

② 

（
そ
の
年
の
事
業
所
得+

不
動
産
所
得+

山
林
所
得
）

／
（
専
従
者
の
数+

１
） 

安
田
支
部
申
告
相
談
会 


 

日
時 

３
月
３
日
（
土
） 

午
前
９
時
～
１
２
時 


 

会
場 

民
商
会
館
２
階 

 

婦
人
部
で
は
、
「
白
色
申
告
で

専
従
者
給
与
が
認
め
ら
れ
な
い

の
は
お
か
し
い
」
と
毎
年
「
所
得

税
法
第
５
６
条
を
廃
止
せ
よ
」
と

運
動
し
て
い
ま
す
。 

申
告
書
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
未
記
載
で
も
受
理 

 

確
定
申
告
の
手
引
に
「
申
告
書
提
出
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
必
要
で
す
」
と
書
か
れ
て
お
り
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
商
工
新
聞
読
者
か
ら

相
談
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

２
０
１
７
年
９
月
２
７
日
に
省
庁
交
渉
で
国
税

庁
は
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
未
記
載
で
も
税
務
署
類

な
ど
の
収
受
は
拒
否
し
な
い
。
罰
則
も
な
い
」
と

回
答
し
て
い
ま
す
。 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す
る
こ
と
で
本
人
確
認

の
提
示
又
は
写
し
の
添
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
り
ま
す
。 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載

し
な
け
れ
ば
本
人
確
認
の

書
類
提
示
又
は
写
し
を
添

付
す
る
必
要
が
な
く
な
り

ま
す
。 


